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○
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則

第
七
条
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
種
類
を
定
め
る
告
示

（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
号
）

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
種
類
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

１

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

以
下
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
別
に
告
示
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
及
び
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
般
送
配
電
事
業
者

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
種
類

北
海
道
電
力
株
式
会
社

風
力
発
電
設
備
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２

改
正
省
令
附
則
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
別
に
告
示
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
と
す
る
。


